
五ヶ瀬町の給与・定員管理等について

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

区　　分 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 21年度の人件比率

平成22年度 人 千円 千円 千円 % %

3,843,567 58,290 723,459 19 18

（２）職員給与の状況（普通会計予算）

区分 職員数 １人当り (参考)平成22年度

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ 給与費Ｂ/Ａ 一人当たり給与費

平成23年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

88 325,806 33,284 116,685 475,775 5,407 5,422

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

（注）２　職員数は平成23年4月1日現在の人数である。

（３）特記事項

なし

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（５）給与改定の状況

人事委員会を設置していないため、記載省略。

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

（注）２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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２　一般行政職給料表の状況(平成23年4月1日現在)
（単位：円）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
1号給の
給料月額

135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600

最高号給の
給料月額

243,700 307,800 354,700 388,300 408,400 422,600

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

①一般行政職 （単位：円）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ﾍﾞｰｽ）

五ヶ瀬町 38.8 305,100 377,700 350,400
宮崎県 43.3 338,121 409,399 365,131

国 42.3 327,205 － 397,723
類似団体 42.7 312,748 361,552 342,278

②技能労務職

区　分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ﾍﾞｰｽ）

五ヶ瀬町 46.3 15 358,300 427,000 394,300
宮崎県 60.9 32 327,526 361,859 341,123

国 49.5 3,689 283,862 － 321,662

類似団体 49.3 3 285,673 307,617 301,549

（２）職員の初任給の状況（平成23年4月1日現在）

大学卒
高校卒

大学卒 232,600 282,700 348,200
高校卒 199,300 244,800 301,600

注2)平均給与月額とは、平均給料月額に諸手当（期末勤勉手当を除く）の月額平均を合計したものである。

注3)平均給与月額(国ﾍﾞｰｽ)とは、平均給与月額から通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当を除く。

一般行政職

五ヶ瀬町

経験年数10年 経験年数15年

一般行政職

国

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年4月1日現在）

（３）職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況（平成23年4月1日現在）

経験年数20年

140,100
172,200

140,100

区　　　　分
166,900

区　　　　分

注1)平均給料月額とは、職員の基本給の月額平均である。
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４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況(平成２３年４月１日現在）

１級 3 人 4.7% ％

２級 16 人 25.0% ％

３級 11 人 17.2% ％

４級 14 人 21.9% ％

５級 11 人 17.2% ％

６級 9 人 14.1% ％

（２）昇給への勤務成績の反映状況

実施していません。

主事、技師の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う主事又は技師の職務

課長又は参事の職務、会計室長の職務、議
会事務局長の職務、教育次長の職務、病院
事務長の職務

構成比職員数

主査の職務

主幹又はこの職と同等の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行
う主査の職務

標準的な職務内容

１級, 8.8% １級, 9.4%
１級, 4.7%

２級, 17.6%
２級, 25.0%

２級, 25.0%

３級, 22.1%
３級, 17.2%

３級, 17.2%

４級, 16.2%
４級, 18.8%

４級, 21.9%

５級, 20.6%
５級, 15.6% ５級, 17.2%

６級, 14.7% ６級, 14.1% ６級, 14.1%
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５　職員手当の状況

（１）　期末手当・勤勉手当

1,288 千円
（23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.6月 1.35月 2.6月 1.35月
(1.45） (0.65） (1.45） (0.65）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の等級による加算措置

５～１５％ 役職加算
管理職加算

(注)　（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（２）　退職手当（平成23年4月1日現在）

(支給率) 自己都合 勧奨・定年 (支給率) 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.50月分 30.55月分 勤続２０年 23.50月分 30.55月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分 勤続２５年 33.50月分 41.34月分
勤続３５年 47.50月分 59.28月分 勤続３５年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分 最高限度額 59.28月分 59.28月分
定年前早期退職加算措置（2％～20％加算）

（５）　地域手当

支給対象者なし

（４）　特殊勤務手当（平成23年4月1日現在）
21 千円
724 円

33.0 ％
2 種類

（５）時間外勤務手当
17,133 千円

178 千円
8,869 千円

203 千円

町税事務に従事する職員
の特殊勤務手当

税務職員

職員１人当たり平均支給額（平成21年度決算）
支給実績（平成21年度決算）
職員１人当たり平均支給額（平成22年度決算）
支給実績（平成22年度決算）

五ヶ瀬町
１人あたり平均支給額（平成23年度） －

国

国

五ヶ瀬町

定年前早期退職加算措置（2％～20％加算）

職制上の段階、職務の等級による加算措置
　５～２０％
１０～２５％

伝染病防疫作業 １日につき、500円

左記職員に対する支給単価

町税賦課調査及び町税並
びに使用料等の徴収又は
滞納処分事務

１日につき、500円

主な支給対象業務

伝染病防疫作業に従事す
る職員の特殊勤務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成22年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算）
支給実績

手当の種類（手当数）
手当の名称 主な支給対象職員

防疫作業従事職員
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（６）その他の手当（平成23年4月1日現在）

手当名
国の制度と

の異同
国の制度と異

なる内容 支給実績
支給職員1
人当たり平
均支給年額

扶養手当 同 9,766千円 221,946円

住居手当 同 3,139千円 261,529円

通勤手当 異 距離加算 7,992千円 114,165円

管理職手当 異
課長相当職の
みに、定額支
給

2,625千円 291,600円

住居を借り受け、月額12,000円以上を支
払っている職員：23,000円以下の家賃は
家賃の月額から12,000円を控除した額、
23,000円を超える場合は家賃の月額から
23,000円を控除した額（16,000円上限）
の1/2＋11,000円

通勤の為、自動車等を使用してい
る職員に対して支給（通勤距離２ｷ
ﾛ以上）2,000円～24,500円

管理監督の地位にある課長相当職
員に対して、一律24,300円を支給

内容及び支給単価

○配偶者13,000円、○扶養親族（配偶
者除く）1人6,500円（扶養者のうち、
15～22歳の者は5,000円加算）、○配
偶者のいない職員の扶養親族1人のみ
11,000円

（平成22年度決算）
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６　特別職の報酬等の状況（平成23年4月1日現在）

町長 662,000 円 828,000 円 ／ 280,000 円
副町長 535,000 円 667,000 円 ／ 299,000 円
議長 273,000 円 307,000 円 ／ 150,000 円
副議長 208,000 円 251,000 円 ／ 119,000 円
議員 188,000 円 228,000 円 ／ 100,000 円
町長 （平成23年度支給割合）
副町長 3.95月分
議長 （平成23年度支給割合）
副議長 3.95月分
議員

（算定方式） （支給時期）
町長 勤続１月につき給料×０．４１７ 任期が終了した時点
副町長 勤続１月につき給料×０．２４８ 任期が終了した時点

退
職
手
当

区分

給
料

（参考）類似団体における最高/最低額

報
酬

給　　料　　月　　額　　等

期
末
手
当
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７　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）
区分 対前年

　部門 増減数
議会 2 2 0
総務 22 22 0
税務 5 5 0
労働 0

農林水産 12 12 0
商工 2 2 0
土木 4 4 0
民生 21 21 0
衛生 4 4 0
計 72 72 0

16 16 0
88 88 0
37 39 2 看護師+1、薬剤師+1の増

1 1 0
3 3 0

41 43 2
129 131 2

(注)各年における定員管理調査において報告した一般職に属する部門別職員数

（２）年齢別職員構成の状況（平成23年4月1日）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
0 1 14 18 11 15 18 17 16 12 7 2 131

（注）給与実態調査において報告した年齢構成毎の合計職員数

（３）職員数の推移
（単位：人・％）

年度

78 72 71 71 72 72 ▲ 6 92.3%

18 16 16 17 17 17 ▲ 1 94.4%

96 88 87 88 89 89 ▲ 7 92.7%

41 42 44 42 41 43 2 104.9%

137 130 131 130 130 132 ▲ 5 96.4%

(注)各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

主な増減理由
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